
地方消費税交付金（社会保障財源化分）見込額

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

　　　　　　（うち一般財源）

【社会保障４経費及びその他社会保障施策に要した経費】 （単位：千円）

国　県
支出金

地方債 その他
うち、地方消費税
交付金（社会保障

財源分）

社会福祉

社会福祉総務費 9,021 105 1 8,915 1,935

老人福祉費 136,917 1,011 1,000 5,752 129,154 28,032

障害者福祉費 64,391 44,582 108 19,701 4,276

児童福祉総務費 835 835 181

保育所運営費 30,805 1,749 149 28,907 6,274

児童措置費 41,486 35,044 6,442 1,398

学童保育費 537 537 116

母子福祉費 4,929 194 3,000 1,735 377

社会保険

国民健康保険事業特別会計
繰出金 54,652 17,368 37,284 8,092

介護保険特別会計繰出金 97,066 5,163 91,903 19,947

後期高齢者医療特別会計繰
出金

20,904 12,672 8,232 1,787

保健衛生

保健衛生総務費 2,616 70 12 2,534 550

予防費 28,523 1,404 277 26,842 5,826

母子保健費 15,801 6,686 549 8,566 1,859

508,483 126,048 4,000 6,848 371,587 80,650

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当

※事務費や事務職員の人件費等は除外

合計

(371,587千円)

事業名
令和５年度
当初予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

508,483千円

令和５年度　一般会計当初予算

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

　平成２６年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ、令和元年１０月１日より８％から１

０％へ引き上げられ、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障４経費（年

金、医療、介護、子育て）及びその他社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　柳津町の令和５年度一般会計当初予算における社会保障関連経費への充当状況は、以下のとおりです。

80,650千円


